平成23年琴浦町訓令第9号

琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進補助金交付要綱
（趣旨）

第１条　この要綱は、琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付について、琴浦町補助金等交付規則（平成16年９月琴浦町規則第48号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（交付目的）

第２条　本補助金は、町内の住宅に太陽光発電システム（以下｢太陽光発電｣という。）及びその他の新エネルギー設備又は省エネルギー設備（以下｢省エネ設備等｣という。）を導入する者に対して、県と連携した支援を行うことにより、太陽光発電及び省エネ設備等の導入を推進し、地球温暖化対策に貢献すること並びに県内における太陽光発電関連産業等を振興することを目的として交付する。

（補助金の交付）

第３条　町は、前条の目的の達成に資するため、町内の住宅（店舗、事務所等との兼用は可とする。）において別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）を設置する者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

２　本補助金の額は、前項に規定する補助金（以下単に「補助金」という。）の額（それぞれの補助事業について、同表の第２欄に定める額）を上限とする。ただし、本補助金の総額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

３　各年度の補助対象とする補助事業は、当該年度の４月１日から翌年３月31日までの間に交付の決定を行う事業とする。ただし、当該年度の本補助金の交付決定以前に着手した補助事業については、本補助金の交付を保証するものではない。
（交付申請の時期等）

第４条　本補助金の交付申請は、対象事業を行う業者等との契約締結後に規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。
２　規則第４条第３号の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(１)　対象事業の設置に係る契約書の写し

(２)　対象事業の設置工事を請け負った者の名称並びに所在地を記載した書面

(３)　対象事業の形状、規格等を説明する資料

(４)　対象事業の設置工事着手前の現況写真

(５)　対象事業の設置予定箇所の位置図

(６)　事業者が対象事業を設置する建築物を所有していることを証する書類（申請の日から３か月前までの日において、作成、受付等が確認できるものに限る。）又は住宅の所有者の承諾書

(７)　その他町長が必要と認める書類

（交付決定の時期等）

第５条　本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
２　規則第７条第１項の規定による本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。

（交付の条件）
第６条　本補助金の交付を受ける者は、規則第24条及び第25条を遵守すること。
（着手届を要しない場合）
第７条　規則第10条第３号の町長が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定する補助事業以外のすべての補助事業に係る場合とする。
（承認を要しない変更）

第８条　規則第11条第１項の町長が別に定める変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

　(１)　対象事業の追加又は廃止に係る変更

　(２)　本補助金の増額を伴う変更

（実績報告の時期等）

第９条　規則第16条第１項の規定による報告は、対象設備の設置を完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の４月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。

２　規則第16条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、様式第１号、様式第２号によるものとする。

３　規則第16条第２項の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(１)　対象事業の設置費に係る領収書の写し

(２)　対象事業の設置工事完了後の現況写真

(３)　対象事業の設置箇所の位置図

(４)　電力会社からの余剰電力受給契約のご案内の写し

（間接的な財産処分の承認）
第10条　補助事業者は、第６条の規定により付した規則第24条第２項の規定に準じた内容の条件に基づき、財産の処分の承認をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
２　前項の規定による町長の承認は、申請を受けた日から起算して、町長がその処分について所管の長の承認を申請してから当該承認を受けるまでの日数に、原則として１４日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
３　事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第24条第２項ただし書の期間を定めるに当たっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）で定める期間を設置した日から起算して15年とする。
４　事業者は、第１項に規定する条件に基づき、規則第24条第２項第３号の財産を定めるに当たって、次に掲げる財産を定めなければならない。ただし、当該財産以外の財産を定めることを妨げない。
（１）所得価格又は効用の増加価格が単価50万円を超える機械器具、備品及びその他重要な財産として次のとおり定める。
1)　太陽光発電設備

2)　ＬＥＤ照明器具

　　　3)　高効率給湯器（エコキュート、エコジョーズ等）

　　　4)　太陽熱温水器

　　　5)　小型風力発電

　　　6)　ペレットストーブ

　　　7)　まきストーブ

（２）その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
（事業効果の把握）
第11条　事業者は、町が事業の実施による温室効果ガスの削減量を把握しようとするとき、町の求めに応じて、これらの情報を町に報告するものとする。
（雑則）

第12条　規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

附　則

　１　この要綱は、平成22年４月１日から施行する。

　２　琴浦町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱（平成17年琴浦町訓令第23号）は、平成22年３月31日をもって廃止する。

附　則

　１　この改正は、平成23年４月１日から施行し、平成23年度の対象事業から適用する。ただし、別表の太陽光発電導入事業の（１）イの規定は、平成23年６月１日から施行する。
別表（第３条関係）
	１
対象事業
	２

１件当たりの限度額

	事業名
	細事業名（内容）
	

	１
太陽光発電導入事業

（単独型）


	（１）太陽光発電

次のいずれの要件も満たすもの。

ア　１件当たりの太陽電池の最大出力の合計値（以下単に「最大出力」という。）が10ｋｗ未満の太陽光発電設備で、経済産業省の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の補助対象設備として指定されたもの、あるいは同等以上の性能・品質であるもの
イ　県内業者（県内に本店又は支店等がある事業者をいう。）が設置工事の施工を行ったもの（ただし平成23年５月31日までに契約を締結しているものについてはこの限りではない。）
	最大出力が４ｋｗを超える場合は４ｋｗを限度とし、かつ、１ｋｗ当たり50千円を限度とする。

ただし、総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に３分の１を乗じて得た額のうち、いずれか低い額（千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）で、200千円を限度とする。
　なお、事業者が課税事業者である場合、総事業費には仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を含めないこと。

	２

太陽光発電導入事業及び省エネ設備等導入事業

（複合型）
	　次の太陽光発電と省エネ設備等を同時に導入するもの。
（１）太陽光発電

次のいずれの要件も満たすもの。

ア　１件当たりの太陽電池の最大出力の合計値（以下単に「最大出力」という。）が10ｋｗ未満の太陽光発電設備で、経済産業省の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の補助対象設備として指定されたもの、あるいは同等以上の性能・品質であるもの

イ　県内業者（県内に本店又は支店等がある事業者をいう。）が設置工事の施工を行ったもの（ただし平成23年５月31日までに契約を締結しているものについてはこの限りではない。）

（２）省エネ設備等
① ＬＥＤ照明器具

　　居室、廊下、玄関等の天井又は壁面に常時取り付けた状態で使用するもので、複数台を設置する事業。なお、電池式の照明器具、可搬型の照明器具（コンセントに差し込んで使用するもの）及び電球部分のみの交換は、対象外とする。

② 高効率給湯器

　　経済産業省の住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業補助金又は民生用燃料電池導入支援補助金の補助対象設備として指定されたもの、又は同等以上の性能・品質であるもの
③ 太陽熱温水器

　　貯湯量100リットル以上のもの
④ 小型風力発電

　　定格出力が100Ｗ以上で、次のいずれの要件も満たすもの
ア 強風時における安全対策が施されているもの

イ 騒音等への対策が施されているもの

ウ プロペラ等の回転部に容易に人が接触することがないよう、人の手の届かない高さに設置し、又は周囲に柵を設ける等の措置がとられているもの

⑤ ペレットストーブ

　　居室で使用するもの

⑥ まきストーブ

　　居室で使用するもので、効率的な二次燃焼システムにより排煙を減少させる構造であるもの
⑦ 前各号に掲げるもののほか、新エネルギーを利用した設備等であって、町長が認めるもの
	（１）太陽光発電
最大出力が４ｋｗを超える場合は４ｋｗを限度とし、かつ、１ｋｗ当たり75千円を限度とする。

ただし、総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に３分の１を乗じて得た額のうち、いずれか低い額（千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）で、300千円を限度とする。
なお、事業者が課税事業者である場合、総事業費には仕入控除税額を含めないこと。

（２）省エネ設備等
75千円（２つ以上の設備を導入した場合も同じ）。

ただし、総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に２分の１を乗じて得た額（千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額）のうち、いずれか低い額を限度とする。
なお、間接補助事業者が課税事業者である場合、総事業費には仕入控除税額を含めないこと。


（注１）各設備は、設置前において使用に供されていないものに限る。

（注２）集合住宅にあっては、１戸を１件（共用部分のみに係る場合は共用部分を１件）として取り扱う。

　　　

附　則

　この改正は、平成23年４月１日から施行し、平成23年度の対象事業から適用する。ただし、別表の事業名１及び２の太陽光発電導入事業の（１）イの規定は、平成23年６月１日から施行する。
規則様式第１号（規則第４条関係）
第　　　　　号

年　　月　　日

琴浦町長　　　　　　　　　　　様

申請者　住　所　　琴浦町　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(連絡先　　　－　　　　　　）

琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業費補助金交付申請書

琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進補助金の交付を受けたいので、琴浦町補助金等交付規則第４条の規定により、下記のとおり申請します。
記

	補助事業等の名称
	琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業

	算定基準額(見込み)
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	交付申請額
	　　　　　　　　　　　　　　円

	添付書類
	1 事業計画書

2 収支予算書

3 その他町長が必要と認める書類

  (1) 対象事業の設置に係る契約書の写し
　　（材料費、工事費等、内訳の分かるものを添付）
(2) 対象事業の設置工事を請け負った者の名称並びに所在地を記載した書面

(3) 対象事業の形状、規格等を説明する資料

(4) 対象事業の設置工事着手前の現況写真

(5) 対象事業の設置予定箇所の位置図

(6) 事業者が対象事業を設置する建築物を所有していることを証する書類（申請の日から３か月前までの日において、作成、受付等が確認できるものに限る。）又は住宅の所有者の承諾書

(7) その他町長が必要と認める書類


規則様式第２号（規則第10条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

琴浦町長　　　　　　　　　　　様

申請者　住　所　　琴浦町　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業着手届

　　　　　年　　月　　日　　　第　　号による交付決定（内示）に係る事業に着手したので、琴浦町補助金等交付規則第１０条の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

	補助事業等の名称
	琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業

	着手年月日
	　　　　　　　　　年　　月　　日

	完了予定年月日
	　　　　　　　　　年　　月　　日

	事業実施方法
	　


（注）「事業実施方法」としては、直営、請負、委託の別その他参考となる事項を記載すること。

規則様式第３号（規則第11条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

琴浦町長　　　　　　　　　　　様

申請者　住　所　　琴浦町　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業変更（中止・廃止）承認申請書

　　　　　年　　月　　日　　　第　　　号による交付決定（内示）に係る事業について、下記のとおり変更（中止・廃止）したいので、琴浦町補助金等交付規則第１１条第３項の規定により申請します。

記

	補助事業等の名称
	琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業

	交付決定（内示）額
	　　　　　　　　　　　　　円

	変更（中止・廃止）後の額
	　　　　　　　　　　　　　円

	差　　引
	　　　　　　　　　　　　　　円

	変更（中止・廃止）の時期
	　　　　平成　　年　　月　　日

	変更（中止・廃止）の理由
	　

	添　付　書　類
	１　変更（中止・廃止）後の事業計画書

２　変更（中止・廃止）後の収支予算書（に準ずる書類）


規則様式第４号（規則第14条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

琴浦町長　　　　　　　　　　　様

申請者　住　所　　琴浦町　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業完了届
　　　　　年　　月　　日　　　第　　　号による交付決定（内示）に係る事業が完了したので、琴浦町補助金等交付規則第１４条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

	補助事業等の名称
	琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業

	着手年月日
	　　　　平成　　年　　月　　日

	完了年月日
	　　　　平成　　年　　月　　日


規則様式第５号（規則第13条関係）
第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　琴浦町長　　　　　　　　　　　　㊞
琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業費補助金の検査結果について（通知）

　このことについては、下記のとおりでしたので通知します。

記

１　検査年月日　　　　　　　年　　月　　日

２　検査員職氏名　　　
３　検査結果　　　
規則様式第６号（第７条、規則第16条関係）
第　　　　　号

年　　月　　日

琴浦町長　　　　　　　　　　　様

申請者　住　所　　琴浦町　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業実績報告書

　　　　　　年　　月　　日　　　　第　　　号による交付決定に係る事業の実績について、琴浦町補助金等交付規則第16条第１項の規定により、下記のとおり報告します。

記

	補助事業等の名称
	琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業

	交付決定額
	算定基準額
	交付決定額

	
	　　　　　　　　　　円
	　　　　　　　　　　円

	実　　績
	　　　　　　　　　　円
	　　　　　　　　　　円

	差　　引
	　　　　　　　　　　円
	　　　　　　　　　　円

	添　付　書　類
	1事業報告書及び収支決算書（様式第２号）
2 その他町長が必要と認める書類
(1) 対象事業の設置費に係る領収書の写し

(2) 対象事業の設置工事完了後の現況写真

(3) 対象事業の設置箇所の位置図
(4) 電力会社からの余剰電力受給契約のご案内の写し

(5) 施工事業者報告書


平成　　年　　月　　日

施工事業者報告書

下記のとおり住宅用太陽光発電設備の施工を行いましたので報告します。

１　施工場所　　　　　　　　　　　琴浦町
２　施 工 主　　　　　　　　　　　
３　施工完了日　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

４　施工した設備のメーカー名　　　
５　施工事業者名

所在地　　　　
商号又は名称　
代表者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

電話番号　　　
施工責任者氏名

施工ＩＤを持つメーカーの名称

施工ＩＤ番号

６　施工事業者の県内支店等（５の所在地が県内である場合は記載不要）

所 在 地　　　　　
支店等の名称　　　
支店等の代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

電話番号　　　　　
施工責任者氏名　　
施工ＩＤを持つメーカーの名称

施工ＩＤ番号　　　

以上の施工事業者が施工したことに相違ありません。

施工主名　　　　　　　　　　　　　　　印

規則様式第７号（規則第17条関係）
第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　琴浦町長　　　　　　　　　　　　㊞
琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業費補助金の額の確定について（通知）

　このことについては、下記のとおりでしたので通知します。

記

　　　　　　年 　 月　　日　　　第　　　号で交付決定した琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業費補助金については、　　　　　　　　年　　月 　 日付で提出のあった実績報告書に基づき、金　　　　　　　円に確定したので琴浦町補助金等交付規則第１７条第１項の規定により通知します。

規則様式第８号（規則第19条関係）

第　　　　　号

年　　月　　日

琴浦町長　　　　　　　　　　　様

申請者　住　所　　琴浦町　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業費補助金支払請求書
　　　　　年　　月　　日　　　第　　　号による交付決定（確定）に係る琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業の支払いについて、琴浦町補助金等交付規則第１9条の規定により、下記のとおり請求します。

記

	補助事業等の名称
	琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業

	交付決定（確定）額
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	支払請求額
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	精算払、概算払の別
	

	添　付　書　類
	１　交付決定通知書の写し

２　検査結果通知書の写し

３　交付額確定通知書（概算払通知書）の写し

４　琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業費補助金受入額調書


※　押印の上２部提出のこと（受入額調書含む）

琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業費補助金受入額調書

	交付決定（確定）額
	　　　　　　　　　　　　　円

	受入済額（受領日）
	０円（　　年　　月　　日）

	
	・

	
	・

	
	・

	
	（　　年　　月　　日）

	今回支払請求額
	　　　　　　　　　　　　　円

	差引支払未請求額
	　　　　　　　　　　　　　円


様式第１号（第４条、第７条関係）

琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業計画（実績報告）書及び収支予算（決算）書

１　事業計画（実績）

	１
	対象事業の設置予定場所
	琴浦町

	２
	設置する（した）対象事業
	１　太陽光発電システム

２　省エネ設備

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	３
	着手（予定）年月日
	　　年　　月　　日

	４
	完了（予定）年月日
	年　　月　　日

	５
	事業に要する（した）経費の総額
	太陽光発電　　　　　　　　　　　　円

	
	
	省エネ設備等　　　　　　　　　　　　円

	６
	１件あたりの補助金額
	１　単独型

【太陽光発電】

　　補助単価　　　５０，０００　円／ｋｗ
　　限 度 額　　　２００，０００　円
　　補助金額　　　　　　　　　　　円

	
	
	２　複合型

【太陽光発電】

　　補助単価　　　　７５，０００　円／ｋｗ
　　限 度 額　　　３００，０００　円
　　補助金額　　　　　　　　　　　円
【省エネ設備等】

　　補助単価　　　　７５，０００　円／件

　　　　　　LEDは複数箇所　　　　　箇所
　　限 度 額　　　　７５，０００　円
　　補助金額　　　　　　　　　　　円

	６
	太陽電池の（予定）最大出力
	　　　　　　　　　　　　　　　　 ＫＷ


様式第２号（第４条、第７条関係）
２　収支予算（決算）
（１）太陽光発電

ア　収入

	区　分
	予算額
	決算額
	備考

	補助金
	円
	円
	琴浦町補助金

	自己資金
	円
	円
	

	寄付金その他の収入
	円
	円
	

	計
	円
	円
	


イ　支出

	区　分
	予算額
	決算額
	備考

	太陽光発電
	円
	円
	

	
	円
	円
	

	計
	円
	円
	


（２）省エネ設備等

　ア　収入

	区　分
	予算額
	決算額
	備考

	補助金
	円
	円
	琴浦町補助金

	自己資金
	円
	円
	

	寄付金その他の収入
	円
	円
	

	
	円
	円
	

	計
	円
	円
	


　イ　支出

	区　分
	予算額
	決算額
	備考

	省エネ設備等
	円
	円
	

	
	円
	円
	

	計
	円
	円
	


	代行者住所
	
	電　話
	

	会社名
	
	担当者名
	


様式第３号（第５条関係）
第　　　　　号

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　琴浦町長　　　　　　　　　　　　㊞
琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業費補助金交付決定通知書

　　　年　月　日付で申請のあった琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業費補助金については、琴浦町補助金等交付規則第５条第１項の規定により、次のとおり決定しましたので、同規則第７条第１項の規定により通知します。

記

１　補助金の対象となる事業は、　　　年　月　日付で申請のあった琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業とする。

２　補助金の対象となる事業の内容は、申請書に記載のとおりとする。
３　補助事業等に要する経費及び補助金等の額は、次のとおりとする。
補助事業等に要する経費
金　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　内訳　住宅用太陽光発電システム導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　新エネ・省エネ設備等導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

補助金等の額　　　　　　　金　　　　　　　　　　　　円
内訳　住宅用太陽光発電システム導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　新エネ・省エネ設備等導入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

４　補助事業者は、琴浦町補助金等交付規則及び琴浦町住宅用太陽光発電等導入推進事業費補助金交付要綱の規定を遵守しなければならない。
５　補助事業者は、町長の求めに応じて温室効果ガスの削減量を報告しなければならない。

６　この補助金に係る会計帳簿及び証拠書類は、事業完了の日が属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。
